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○
国
土
交
通
省
告
示
第　
　
　

号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
八
十
条
の
二
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
積
層
造
形
型
枠
一
体
型
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法

 

に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年　
　

月　
　
　

日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

積
層
造
形
型
枠
一
体
型
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安

 

全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
件

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
で
、
特
殊
の
構
造
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
積
層
造
形
型
枠
一
体
型
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
（
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
と
し
て
設
け
た
積
層
造
形
型
枠
（
モ
ル
タ
ル
を
積
層
す
る
こ
と
に

よ
り
建
築
材
料
、
建
築
物
の
部
分
又
は
建
築
物
を
造
形
す
る
装
置
を
用
い
て
造
形
さ
れ
た
型
枠
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
空
洞
部
に
縦
横
に
鉄
筋
を
配
置
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填
し
て
一
体
化
し
た
も
の
を
構
造
耐
力

上
主
要
な
部
分
で
あ
る
耐
力
壁
に
用
い
る
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造

方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
第
一
か
ら
第
八
ま
で
に
定
め
、
及
び
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

 

基
づ
き
、
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
耐
久
性
等
関
係
規
定
を
第
九
に
指
定
す
る
。
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第
一　

階
数
等

積
層
造
形
型
枠
一
体
型
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

階
数
が
一
で
あ
る
こ
と
。 

 

二　

延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。

三　

階
高
（
床
版
の
上
面
か
ら
構
造
耐
力
上
主
要
な
壁
と
屋
根
版
が
接
し
て
設
け
ら
れ
る
部
分
の
う
ち
最
も
低
い
部

 

分
に
お
け
る
屋
根
版
の
上
面
ま
で
の
高
さ
を
い
う
。
）
が
三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 

第
二　

材
料
等

一　

積
層
造
形
型
枠
に
使
用
す
る
モ
ル
タ
ル
の
材
料
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

イ　

積
層
造
形
型
枠
の
凝
結
及
び
硬
化
を
妨
げ
る
よ
う
な
酸
、
塩
、
有
機
物
又
は
泥
土
を
含
ま
な
い
こ
と
。 

ロ　

耐
久
性
上
支
障
の
あ
る
断
面
の
欠
損
及
び
強
度
の
低
下
の
生
じ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

積
層
造
形
型
枠
に
使
用
す
る
モ
ル
タ
ル
の
強
度
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ　

設
計
基
準
強
度
を
当
該
積
層
造
形
型
枠
と
一
体
化
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
以
上
と
す
る
こ
と

 。
ロ　

積
層
造
形
型
枠
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
充
填
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材

齢
が
九
十
一
日
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
切
り
取
っ
た
コ
ア
供
試
体
又
は
こ
れ
に
類
す
る
強
度
に
関
す
る
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特
性
を
有
す
る
供
試
体
（
当
該
積
層
造
形
型
枠
の
造
形
工
程
と
同
一
の
造
形
工
程
に
お
い
て
造
形
さ
れ
た
も
の

か
ら
切
り
取
っ
た
造
形
物
に
限
る
。
）
（
以
下
「
コ
ア
供
試
体
等
」
と
い
う
。
）
の
圧
縮
強
度
の
平
均
値
が
イ

の
規
定
に
よ
る
設
計
基
準
強
度
の
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研

究
の
結
果
に
基
づ
き
、
こ
れ
と
同
等
以
上
に
当
該
モ
ル
タ
ル
の
強
度
を
確
保
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

ハ　

ロ
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
号
第
二
第
二
号
に
掲
げ
る
強
度
試
験
に

準
ず
る
強
度
試
験
に
よ
る
こ
と
。 

三　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
は
、
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

 

十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
と
す
る
こ
と
。

四　

第
四
第
一
号
に
規
定
す
る
接
合
部
に
使
用
す
る
モ
ル
タ
ル
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
。

イ　

モ
ル
タ
ル
の
設
計
基
準
強
度
は
、
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ロ　

令
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
並
び
に
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
号
第
一
の
規
定

は
、
モ
ル
タ
ル
が
安
全
上
必
要
な
強
度
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

ハ　

ロ
に
規
定
す
る
強
度
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
告
示
第
千
百
二
号
第
二
各
号
に

掲
げ
る
強
度
試
験
に
準
ず
る
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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五　

第
四
第
一
号
に
規
定
す
る
接
合
部
に
使
用
す
る
構
造
用
鋼
材
は
、
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
」
と
い
う

。
）
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
二
〇
〇
四
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材

）
―
二
〇
〇
四
若
し
く
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ｇ
三
一
三
六
（
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
―
一
九
九
四
に
適
合
す
る
も
の
又

 

は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
品
質
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
三　

積
層
造
形
型
枠

 

積
層
造
形
型
枠
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

構
造
耐
力
上
有
害
な
亀
裂
、
欠
け
、
反
り
そ
の
他
の
欠
陥
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

二　

断
面
や
形
状
が
適
切
に
管
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三　

防
火
上
有
害
な
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

第
四　

接
合
部

一　

積
層
造
形
型
枠
一
体
型
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
を
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
分
を
含
む
構
造
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
造
ら
れ
た
部
材
相
互
又
は
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
と
現
場
打
ち
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
で
造
ら
れ
た
部
材
の
接
合
部
（
以
下
「
接
合
部
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
部
分
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と

 

が
で
き
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

二　

接
合
部
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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イ　

耐
力
壁
相
互
の
鉛
直
方
向
の
接
合
部
は
、
ウ
ェ
ッ
ト
ジ
ョ
イ
ン
ト
に
よ
る
も
の
と
し
、
径
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

 
以
上
の
コ
ッ
タ
ー
筋
に
よ
っ
て
構
造
耐
力
上
有
効
に
接
合
す
る
こ
と
。

 

ロ　

接
合
部
に
使
用
す
る
鉄
筋
及
び
金
物
は
、
防
錆
上
及
び
耐
火
上
有
効
に
被
覆
す
る
こ
と
。

 

第
五　

基
礎
ば
り

 

基
礎
ば
り
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

基
礎
ば
り
（
べ
た
基
礎
又
は
布
基
礎
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
立
上
り
部
分
を
含
む
。
次
号
及
び
第
六
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
一
体
の
積
層
造
形
型
枠
一
体
型
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
二
以
上
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
で
、
部
材
相
互
を
緊
結
し
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
一
体
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
二
以
上
の
部
材
を
組

 

み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
部
材
相
互
を
緊
結
し
た
も
の
を
含
む
。
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

二　

基
礎
ば
り
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
の
厚
さ
は
、
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

 

第
六　

床
版
及
び
屋
根
版

 

床
版
及
び
屋
根
版
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
で
あ
る
床
版
及
び
屋
根
版
は
、
積
層
造
形
型
枠
一
体
型
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
、
か
つ
、
水
平
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
力
を
床
版
に
あ
っ
て
は
基
礎
ば
り
に
、
屋
根
版

に
あ
っ
て
は
耐
力
壁
及
び
壁
ば
り
に
構
造
耐
力
上
有
効
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
剛
性
及
び
耐
力
を
も
っ
た
構
造

 

と
す
る
こ
と
。
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二　

床
版
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
の
厚
さ
は
、
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
短
辺
方
向
に
お
け
る

有
効
張
り
間
長
さ
の
四
十
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 

第
七　

耐
力
壁

 

一　

耐
力
壁
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

イ　

耐
力
壁
は
、
釣
合
い
良
く
配
置
す
る
こ
と
。

ロ　

建
築
物
の
張
り
間
方
向
及
び
桁
行
方
向
に
配
置
す
る
耐
力
壁
の
長
さ
の
合
計
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に
つ
き

、
当
該
建
築
物
の
床
面
積
で
除
し
た
数
値
（
単
位　

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
（
以
下
「

壁
量
」
と
い
う
。
）
は
、
十
二
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か

(1)

(3)

に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
数
値
の
う
ち
、
該
当
す
る
数
値
の
積
に
十
二
を
乗

(1)

(3)

じ
た
数
値
（
当
該
数
値
が
七
未
満
の
場
合
に
は
、
七
）
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

耐
力
壁
の
厚
さ
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合　

十
二
に
耐
力
壁
の
長
さ
の
合
計
を
乗
じ
た
数

(1)
値
を
、
当
該
耐
力
壁
の
厚
さ
に
当
該
耐
力
壁
の
長
さ
の
合
計
を
乗
じ
た
数
値
の
和
で
除
し
た
数
値 

　

令
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
Ｚ
の
数
値
（
以
下
「
Ｚ
の
数
値
」
と
い
う
。
）
が
一
未
満
の
地
域
の

(2)

 

場
合　

Ｚ
の
数
値

　

耐
力
壁
に
使
用
す
る
積
層
造
形
型
枠
に
使
用
す
る
モ
ル
タ
ル
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
基
準
強
度
が
一

(3)
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
八
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
超
え
る
場
合　

十
八
を
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
設
計
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基
準
強
度
（
単
位　

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
で
除
し
た
数
値
の
平
方
根
の
数
値
（
当

該
数
値
が
二
分
の
一
の
平
方
根
の
数
値
未
満
の
と
き
は
、
二
分
の
一
の
平
方
根
の
数
値
）
。
た
だ
し
、
耐
力

壁
の
実
況
に
応
じ
た
加
力
実
験
に
よ
り
耐
力
壁
の
破
壊
の
状
況
を
確
か
め
、
か
つ
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究

の
結
果
に
基
づ
き
、
積
層
造
形
型
枠
に
使
用
す
る
モ
ル
タ
ル
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
特
性
を
適
切
に
考

慮
し
て
安
全
上
支
障
が
な
い
数
値
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ハ　

耐
力
壁
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
の
厚
さ
は
、
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ニ　

縦
筋
及
び
横
筋
の
鉄
筋
比
（
耐
力
壁
の
壁
面
と
直
交
す
る
断
面
（
縦
筋
に
あ
っ
て
は
水
平
断
面
、
横
筋
に
あ

っ
て
は
鉛
直
断
面
）
に
お
け
る
積
層
造
形
型
枠
の
断
面
積
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
断
面
積
の
合
計
に
対
す
る
鉄
筋

の
断
面
積
の
合
計
の
割
合
を
い
う
。
）
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

 

含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
以
上
と
す
る
こ
と
。

二　

耐
力
壁
に
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に

 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

イ　

耐
力
壁
の
中
心
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平
投
影
面
積
は
、
六
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

 

ロ　

耐
力
壁
の
頂
部
及
び
脚
部
に
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
筋
を
配
置
す
る
こ
と
。

 

第
八　

壁
ば
り

 

壁
ば
り
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一　

壁
ば
り
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
の
丈
は
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

 

二　

複
筋
ば
り
と
す
る
こ
と
。

 

三　

壁
ば
り
の
主
筋
は
、
径
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

四　

あ
ば
ら
筋
比
（
は
り
の
軸
を
含
む
水
平
断
面
に
お
け
る
一
又
は
一
組
の
あ
ば
ら
筋
の
中
心
を
通
る
直
線
と
相
隣

り
合
う
一
又
は
一
組
の
あ
ば
ら
筋
の
中
心
を
通
る
直
線
と
で
挟
ま
れ
た
部
分
に
お
け
る
積
層
造
形
型
枠
及
び
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
面
積
に
対
す
る
あ
ば
ら
筋
の
断
面
積
の
和
の
割
合
を
い
う
。
）
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
プ
レ

 

キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
含
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
以
上
と
す
る
こ
と
。

 

第
九　

耐
久
性
等
関
係
規
定
の
指
定

令
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
久
性
等
関
係
規
定
と
し
て
、
第
二
及
び
第
三
に
定
め
る
安
全
上
必
要
な
技
術

 

的
基
準
を
指
定
す
る
。

 

附　

則

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


